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１．特集：インボイス制度開始と海外ビジネスについて 

令和５年 10 月より、消費税の適格請求書等保存方式（以下「インボイス制度」という）

が開始されます。 

本稿では、海外との取引を行っている企業において、「インボイス制度」が導入されるこ

とで注意しておくべき点について説明します。 

 (１) インボイス制度概要 

 海外との取引がある企業にとっては貿易実務上の書類の１つとして「インボイス

（INVOICE）」を目にする機会が多いため、「インボイス」という言葉にはなじみが深

いと思われます。 

 「インボイス制度」における「インボイス」は、「適格請求書」のことで、これは売

手が買手に対して、正確な消費税の適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の「区

分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された

書類やデータ（電子データを含む）のことです。 

 企業が納付（または還付）する消費税額は、次のように計算されます。 

 

 

 

 

    （出所）国税庁 

 企業や個人事業主が買手の場合、「仕入税額控除」にあたっては、課税仕入れ等に係

る消費税額の疎明として「適格請求書」を保存しておく必要があります。また、売手

の場合、令和５年 10 月以降、「適格請求書」は、原則として税務署長の登録を受けた

「適格請求書発行事業者」に限って発行ができます。 

 (２) インボイス制度開始により注意すべき取引例 

海外との取引を行っている企業においては、「インボイス制度」開始に伴い、留意す

るべき点があります。 

 イ．輸入取引 

海外事業者から商品等を輸入する場合、輸入者（輸入申告を行う者）は、税関に

消費税（輸入消費税）を納付する必要があります。この際、「インボイス制度」導入

後も、国外事業者に「適格請求書」の発行は求められず、輸入許可書があれば「仕

入税額控除」の対象となります。 

近年、インターネット等を通じて国外事業者にデータ加工の外注等を依頼する企

業が増えています。このような取引は国内取引に該当しますが、他の資産の譲渡等 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 
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https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_01/business_report_vol252.pdf

